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道徳 法 則 が 自由 の所 産で あ る とNう ア ・プ リオ リな 知識 は、 法 則 を定 言的 命 法 と して 意識 す る

存在 者の 「有Sein」 に 自由 の実在 性 を結 合 す る こ とを許 し、 叡 智 的存 在dieintelligibelle

Existenzの 真 実 性、 及 び、 形 而上 学 の場 所 とな る悟 性 界 の現 実 性 を 証 明す る。 と ころ で この

「ア ・プ リオ リな知識 」とな って 物 自体概 念 に客 観 的 妥当性 を付 与す る 自由 、道徳 法 則のratio

essendiは 、 最 も厳 密 な 自由、即 ち超越 論 的 自由で な けれ ぱ な らぬ し、 事 実 また そ う呼 ば れ る。

そ こで 本 稿 の意 図は 、 法 則 のratioessendiた る 自由が 宇宙 論 的観 点 か ら して も絶対 的 自発 性

であ る と主 張 す る根 拠 が どこに あ るか を探 るこ とで あ る。

§1.実 践 的 自由 と超越 論 的 自由

先 ず超 越 論 的 自由の 問題 が どこに あ るか を知 る とと もに、 この 問題 の 孕 む問 題性 を予 め 見 て知

きたい。 実 践 的 自由の 現実性 につ い ては 疑Nを 抱 く余 地 は ない。 併 し果 してそ れ が く自由〉 で あ

るか、 とい う問題 は、 超 越 論 的 自由 の問題 と一 体 を な して い る。 実 践 的 自由 が 自由 で な い とは 、

どの よ うな意 味 で あろ うか。 この ことの考 察 の準 備 と して、 実践 的 自由 が いか な る能 力 で あ るか

を明 らか に して齢 く必 要 が あ る。 そ こで、

「吾 々は そ れ故 実践 的 自由 を 自然原 因 か らの 自由 と して、 即 ち意 志 規定 に 於 け る理 性 の 原因性

と して、 経験 を通 して 認 識す る… … 」(B・831,傍 点 筆者)

とい う 『純 粋理 性批 判 』に於 け る叙 述 の解 釈 か ら始 め る こ とに しよ う。 ここで 「経 験Erfahrung」

な る語 を カ ン ト独 自の 特殊 な経験 、 乃 至、 体験 と理解 す る必要 の な い ことは 、前 後 の脈 絡 か ら も

明 らかで ある(vgi:B.830)。 実践 的 自由 は そ うした 特殊 な経 験 を侯 って漸 く認 識 され る よ う

な能力 で は な く、 少 くと も感性 界 の理性 的存在 者 す べ てに 於 てみ られ る一 般 的 な能力 で あ る。

「実践 的 自由は 経験 に ょ り証 明 さ れ うる 」(ebd.)と 言 われ る以上 、 む しろ 「経 験 」は 「証 明」

の根 拠 た り うる客 観的 「経 験 」、 批判 的 意 味 での 「経験 」でな け れ ばな ら ない。 饗 の 引用 文 中 で

は 「実践 的 自由 」は 「意志 規定 に於 け る理 性 の原 因 性 」と言い 換 え られ てい る。 経験 を通 して認

識 され、 証 明 され るのは 「意 志規 定 に於 け る理 性 の 原因 性 」で ある。

「感性 の衝 動 に ょ る強制 か らの選択 意 志 の独 立性dieUnabhangigkeitderWillkiirvon

der'NotigungdurchAntriebederSinnlichkeit」(B.561)、 あ るNは 「感性 的欲求 能

力へ の印象 を克 服 す る・… ・・能 力einVermogen,・ 一 ・…,dieEindruckeaufunsersinnl-

fichesBegehrungsveanogenzu肋erwinden」(B.830)は 、 人 間 に あっ て も現実 的 であ り、

この能 力が 実 践 的 自由 と呼 ば れ る。 人 蘭 は 「当為Sollen」 を 自覚 す る ことに より、 感 性 的 自然

に ょる直接 の 強制 か ら独 立 性 を保 持 して い る。 と ころ で一 般 に当 為 を経 験 的認 識 か ら導 出す るた

め の熟慮 は、 「理 性 に基 い て い る 」(ebd.)。 意 志 的行 為 か ら理 性 の働 きdieHandlungder

Vernunftを 取 り除 くこ とは で きなN。 理 性 は 「一 切の 意 志的 行 為の 恒 常 的制 約 」(B.589)で
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あ る。 当為 一般 の 認 識 は理 性 に ょって のみ 可能 で あ り、 実践 的 な諸 々の規 則の 現存 は 理性 の 自発

性 を前 提 して い る。 した が って理 性 が 意志 規定 に 於 て原 因性 を有す る とい うことは 、命 法 の 現存

とNう 事実 か ら も明 白 で あ る(B.575)。 命法 と は、 未 だ現 実 的 な らざる、併 しそ れ に ょ り規 定

され る選 択 意 志 の客 体 は 可能 的経 験 の対 象 で あ るゆ え、 現 実化 され うる概 念 を含 む 当 為 であ る0

当為 に含 『まれ た単な る 「概 念 」(B.576)は 理 性 に基 き行 為 に先 立 って導 出 された 実践 的 認識

で あ る。 それ は 行為 者(主 体)に 明瞭 に 自覚 され てい る。 理性 を用い て導 き出 され た実 践 的認 識

に よ り自 らの選 択意 志 を規 定 す るこ とで、 現 象 としての 行 為 が 意志 規定 の結 果 と して 与 え られ る。

行為 は併 し 「経 験 」の 対 象 で ある。 行 為 と その 客 体の 現実 性 との 因 果 関係 を 否認 す る こと がで き

な い の と同 じ く、意 志 的 行為 と理性 の働 き との 因 果関 係 も否 認す るこ とは で きな い。 即 ち理 性 は

意志 規 定 に於 て 原 因性 を有 す る。 そ の結 果(行 為)は 「経 験 」に於 て与 え られ る。 そ もそ も命 法、

即 ち 当為 の意 識 か ら して 「概 念 」の対 象 を現 実 化 しうるKonnenと い う意識 を含 ん でお り、 主 体

は 自己 をあ る特 定 の 「結 果 」に対 す る 「原 因 」た ら しめ うる とい う意 識 を もってい る。 「 自己 自=

(i)身 に つい て の人 間 の意 識 に は ・liberumarbitriumが 属 す る 」の で あ る
。 そ して この 意 識の

正 当 性 は、 「原 因(主 体)」 が、 命法 を選択 意志 の規定 「根 拠 」と して惹 き起 した現 象 と しての

行 為 とい う 「結 果 」を通 して 証 明 され る。 実践 的 自由の 経験 に ょる認 識 とは、 凡 そ 以上 の 如 き も

の であ る。

※ 命法 に含 まれ た概 念 の 対 象、 行 為の 目的は実 現 可能 でな けれ ば な らな い。 目的 が実 現 不可

、能である場合 その命法は誤謬であり、拘束性をもたない、即ちもはや命法ではな魂

と ころ で命法 の導 出 は 「叡 智 的対 象 」と して の主 体 に属 す る 「能 力 」、 即 ち 「理性 」に帰 せ ら

れな け れ ば な らない(B.574)。 蓋 しこ の能 力 の 「働 きHandlungは 感 性 の受 容性 に算 入 され え

な い 」-(ebd.)か らで あ る。 この 「働 き 」は したが って 感性 の制 約 の下 に あ る 「現 象 」では な

い。 さて 力 学的 カテ ゴ リーは その 両項 が異 質 的ungleichartigで あ るこ と を許 し、 「現 象 」と し

て の 「結 果 」に 対す る 「原 因 」は必 ず し も「現 象 」で ある こ とを要 しない。 む しろ実 践 的 自由の

自由 た る所 以 は、 「原 因 」が 非 現 象 的対 象 の能 力 の働 きに あ る とい うこと、 及 び、 この 能 力 自体

は したが つて 時間 制 約 を受 け ず、 そ れ故 「現 象 」で は ない とい う点 に ある。 饗 の引 用文 中 の 「自

然 原 因 か らの 自由 」は 、 ま さ し く時 間制 約 を受け な い理性 の働 きが 意志 規定 に於 て原 因性 を有 す

る とい う点 に 於て 成 り立 って いる の であ る。

併 し この よ うな実 践 的 自由 も超 越 論 的 自由 との関 係 に於 て考 え る と、果 して そ れは 宇宙 論 的観

点 か ら く自由〉 で ある と言 え るの か 、 む しろ く自19¥Vで は ない の か とNう 懸 念 が生 じ る。 超越 論

的 自由は、 意志規 定 に於 て 原 因性 を有 す る 「 この理 性そ の もの が(諸 現 象 の系 列 を始 め る為 の 原

因 性 に関 して)感 性 界 の一 切 の規 定 原 因 か ら独 立 で ある こ とを要 求 し、 そ の限 りで 自然 法 則に、

したが って可 能 的経験 一切 に反 してい る よ うに みえ るか ら、 一 箇の 問題 に'とどま る 」(B:831)。

この よ うな理 性 の無 制 約 的、 乃 至、 絶 対 的 自発性 は 、理 論 的 に:も思弁 的に も証 明 不 可能 で あ る。

そ れ 故 「一 箇 の問 題 に と どまる 」と され る。 併 し カ ン トはそ れ 以前 に も次 の よ うに述 べ てい る。

「容 易 に理 解 し うる だろ うが 、感 性 界 に於 け る一 切 の事 象 が 自然 でのみ あれば 、 どの よ うな 事
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象 も他 の事 象 に必 然 的法 則6z従 って規 定 され てい る だろ うし、 それ 故 ま た現 象 は、 そ れ が選 択

意 志 を規 定 す る限 りに於 て、 いか な る行 為 を もその 自然 的結 果 と して必 然的 た ら しむ るに ちが

い ない だ ろ うか ,ら、 超 越論 自由 の廃 棄dieAufhebungdertranszendentalenFretheitは

・同 時 にま た一 切 の実 践 的 自由 を根 絶 す るだ ろ う 」(B .562)、

一切 の原 因性 が 自然 での み あ れぱ
、 それ は 「超 越論 的 自由 の廃 棄 」で あ り、 ζの こ とは ま た一 切

の実践 的 自由 を も根 絶 す る と言 う。 だ が 今み て きた と ころ か ら も明 らか な よ うに、 実践 的 自由 は

人間 に内 在す る能 力(距LB・562)と して 経 験 を通 して証 明 され る根 絶 しえ ぬ事 実 で あ る。 理

性 の原 因 性 ζい う事 実 は、 少 くと も感 性 界 の理 性 存 在者 の存在 す る限 りー、 否認 しえな い 。 そ れ に

も拘 らず 「超 越論 的 自由 の廃棄 は… … 一切 の 実践 的 自由 を根 絶 す る・vertilgenだ ろ う 」と言 われ

る。 これ は どの よ うな 意味 か。

r言 うま で もな く、 超越 論 的 自由 が実 践 的 自由の事 実を 可能 な ら しむ る制 約 だ と考 える こ とは で

きな い。 そ うだ とす れば、 経験 に よ り証 明 され る実 践 的 自由 とい う事 実 に:もとつ い てそ の制 約 も

ま左 ア ・プ リオ リな 事実 と して前 提 され ねば な らず、.したが って超 越 論 的 自由は もは や 「問題 的」

では な く な るか らで あ る。 それ に も拘 ら子 「一 箇 の問遜 に と どま る 」
、ど言わ れ る の は、 超 越論 的

自由がむ しろ一 切 の実 践 的 自由 を く自由〉 た らし む る・制 約 であ り、 それ が く自由〉 の 領域 に属 す

る こと を確 証す る認 識 根拠 と考 え られ てNる か らで ある。 両 者の 関 係 もこの 点 に のみ 存 してい る。

それ故 超 越 論的 自由 の問 題 には、・或 いは実 践 的 自由が く自然〉 に属 す る もの で は あ るま い か どい

う懸 念 が、 更に遡 れ ば理性 そ の ものへ の起 源 へ の問 が含 ま れ てい る と言 わね ば な らな い。 実践 的

自由は 理性 の 原 因 性 であ り、 一応 理 性 存在 者 の構 造 の うちに極 めて 卓 越 的 な能力 と して組 み 入れ

られ て い る。 併 し感 性界 に於 け る7切CIA原 因 性 が く自然〉 だ どす れば 、 この 卓越 的 な能 力 も、 実

は 《自由〉.だ と恩 念 され た く自.然〉 で あ る と考 え ざ るをえ 看 い。 ・した が って人 間 の 行 為一 切は 、,

一 見 「道徳 的 」とみ える もの も含 めて
、 専 ら目然 的 に のみ 説明 され る ことに な るだ ろ う。 否、 抑

抑 自発性 を示 す理 性 か ら して 自然 の 所 産 と考 え られ なけ れ ば な らな い。 実 践 的 自 由が 自由 と見徹

され うる のは 、 主 体の原 因性 能 力 が理 論 的 認 識 の欠 如 に よ り力学 的 世界 全 体 との関 連 に於 て厳 密

に把 握 され て～(ない ことに 帰 因 す る。 「全 体 」と の関係 を捨 象す れ ぱ 自然 か らの相 対 的独 立性 は'

承認 され る。 併 しこの相 対 的独 立 性 も 「全 体 」を視 野 に 捉 え るな らば 全 面 的 に 自然 必然 性 の結 果

で あ り、 理 性 存在 者 一般 の 内で唯 一呈 示 可 能 な範 例 た る人 間 は絶 対 的 に く自然〉 に 包み 込 まれ て

しま う。 これ も人 間 に 内在 す る一 能 力 を宇 宙論 的見地 で 処 理す る一 つ の 可 能 的な 方 法 で あ る。

§2.超 越論 的 自由に係 わ る諸 問 題

自然 で あ る とは 自 由で ない の謂 であ り、 そ の逆 も認 め られな け れば なち ない。 第三 ア ン チ ノ ミ

ーの 焦 点 を成 す のは 「原 因
.(主体)」 の 「原 因性(理 性)」(Vgl.B,566ff.)で あ る。一 切

は 自然 で あ る とN5命 題 はf理 性 」を も く自然 の所 産〉 と考え る こと を余 儀 な くせ しむ る。 そ れ

が 「叡智 的対 象 」と しての 主 体の 「能力 」で あ る とNう こ とは な ん らこの思 想 を妨 げ ない。 非 対

象 性、 した が・ってま た時 間 制約 の 下 で表 象 され な い とい うこ とは、 活 動 態 に於 け る 自発 的 能力 に

不 可避 的に伴 う性 格 だか らで あ る。 こ の前 提 に従 えぱ 理 性 は単 に媒 介 的lrC;相 対 的 自発 性 を示 す
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もの と考 え られ る。 それ 故 自然に よる強 制 は理 性 を介 して 間接 的 に、 併 し汎 通 的 に主 体 の意志 的

行 為 ま で も支 配 し てい る ので ある。実 践 的 自由は 承認 され るに して も、 それ は もは や 自由 では な

く、 〈自然〉 で ある。 即 ち超 越論 的 自由の 廃棄 は 実践 的 自由 を 《自然〉 に属 す る事柄 た らしむ る

とい うこ とが、 「根 絶 す る 」とい う言葉 に籠 め られ た 意味 で あ る。 言 い換 えれ ば 、 「超 越論 的 自

然専 制transzendentalePhysiokratie」(B.477)の 承 認 で あ る。`

これ は理 性 の起源 も自然 の 内に措 定 され ねば な らな い、 更 に、 人 間 が徹 頭徹 尾 く自然〉 と 同質

的ho:nogenで あ ってな ん ら特 殊 な 「規定 」、乃 至、 「使命 」を帯 びて はい なNと い う思想 を必

然 的結 果 と して 齎 らす。 した が つて道 徳 を 自己矛 盾 的概念 た ら しめ、 全 ての 道徳 的 現 象 を虚 妄 と

し、'それ を も自然 的 に説 明 す る こ とを強 要 す る。 人間 的現 存在 を 全 面的 に感 性 的 自然 に引 き渡 す

こ とを 意味 す る。 そ れ故 超 越論 的 自由 の問 題 は人 間 的現 存 在 の本 質、 乃 至、 根 本構 造 に 係わ る と

言 わ ねば な らない 。 そ して 彼 に とって の全 て の根 本 的諸 問 題 も 目下 の と ころ この 問題 に収 歓 す る。

批 判 哲学 は そ の根 底 に 於 て人 間 の現存 在 の究 極 目的 、世 界 創造 の 究 極 目的ぺ の 問 い掛 け を蔵 して

い る(「㎎1.:K[T.§84,V.514ff)。'併 し超 越論 的 自由 に客 観 的実在 性 が 付与 され て漸 く、 創 造 、

思惟 す る 自己に 於 ける 不可 分 の 単一性 、 最 上 の世 界 原 因な ど、 「人 間性 の 最 高か つ最 大 関心 事 た

る諸 目的 」(B-491)に 係わ る諸 問題 の解 決の 展 望、 「実 践 的 ・定説 的 」形 而上 学 遂 行の 可 能

性 が展 け て くる。 なぜ な らこれ ら諸 問 題 を解決 す る為 には 本 体 界 の現実 性 が証 明 され ねば な らぬ

が、 物 自体 として の主 体 の存 在 、叡 智 的 存在 の実然 的assertorisch主 張 を可 能 にす るのは 「人

間 の 内 なる 超感 性 的な もの、 自 由 」(fM.Vlll.296)の 実在性 に 外 な らぬ か らで ある。

そ れ だけ で は な く、 超越 論 的 自由が 「問 題 」に と どま る ことは 、批 判 的 観念 論 の体 系 も問 題的

ζとどまる こ とを意 味 す る。 〈自然専 制 〉 の妥 当は 端 的 に この 観念論 の崩壊 で あ る。 自由の 廃棄 、

実 践 的 自由の 根 絶は 人 間 的現 存在 が理 性 能 力 共 々、汎 通 的 に 《自然 的存 在者〉 で あ るこ と を意 味

す るが、 それ は感 性 界 の諸 物 の 存在様 態 と秩 序 と が唯一 の もの と考 え る 「絶 対的実 在 論 」、乃 至

「超 越論 的実 在論 」に 強 力な 支 持 を与 え る。 〈自然 専 制〉 と く自由〉 とは、 第 三 ア ンチ ノ ミーで

実 践 的 自由 を間 に挾 んで 均衡 を保 ちつ つ 対峙 してい る。 この矛 盾 を廃棄 す るの は外 な らぬ批 判 的

観 念 論 で あ る。 因果 法 則 の普 遍 的 妥当 性 を 現象 界 に制 限 す る ことが、 〈自由〉 を本 体 界に於 け る

理 性存 在 者 の叡 智 的実 在性 で あ る と硲 う想定 を可 能 にす る。 言 い換 えれ ば、 諸 物 め 「経験 的 実在

性 」とは 異 質 な実 在性 を も論 理 的に可 能 な ら しめ る。 併 し、 現象 と物 自体 との 区別 を含 ま ざる を

え な い この思 想 が客 観的 に根拠 付け られ る為 には 、 両区 別項 敦 れ に 関 して も客 観 的実 在性 が付 与

され なけ れば な らな い。 なぜ な ら批判 的 観念 論 の含 む一 方 の 区別 項、 「現 象の 超越 論 的概 念 」

(B.45)そ の もの の 客 観的承 認は 、 物の 自 体的存 在 の証 明 を要 求 す るが、 これ が与 え られ な い

以 上、 〈区 別〉 の思 想 は単 な る 「想定 」(Vg1.『B.XX.Pr・le.§32.N.66)に す ぎない か ら

で あ る。 そ れ 故 逆 に超越 論 的 自 由に客 観 的実 在 性 が承認 され ぬ 限 り、 物 自 体概 念 も、 そ れ を含 む

批判 的 観 念論 の 体系 も問題 的 た らざる をえ ない。 蓋 し経験 の対 象 として の物 の 存在様 態 、事 物 の

経験 的 実 在性 以外 に、 叡 智 的実 在 性 の主 張根 拠 がなNと すれ ば 、抑 々、 物 自体 な ど とい う概 念 を

生 ぜ しめ る前提(時 空 制 約 の超 越 論 的 観念 性)そ の もの に誤 謬 が ある と考 えて 差支 え ない か らで
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ある。 経 験 を通 して認 識 され る実践 的 自由 とい え ど も直観 に於 て経験 の 対象 と して一与え られ る の

ではな い。 したが ってそれ は 現象 では な い。 だ が、 現 象 では な い とい うこ とは 直 ち に本 体的 実在

性 で ある とい う思惟 を成立 せ しむ る もの では な い。 この場 合非 現 象性 は 非 対 象性 に外 な らな い か

らで あ る。 この よ うに超 越 論 的 自由の 問 題 は、 批判 哲 学 の 大前 提 た る超 越論 的観 念論 の 存 亡 を も

決定 す る重 要 な 意味 を もつ。

§3.道 徳 と自 由

自由の 理念 は 「原 因 と して の 知性 者derIntellektuellealsUrsacheと 結 果 と しての諸 現

象 と の関 係 に於 て のみ 成立 す る 」(Prole.IV.98Anm .)と 言 われ る よ うに偏 え に理 性 存 在者 に

のみ 係 わ る。 だ が く自然 専 缶曖 の 思 想 に反 対す る論 駁 根 拠 として は それ 自体が 内包 す る 自 己矛 盾

以外 に一与え られ てい ない。 ま た、 叡 智界 の 現実 性 も未 だ 規定 的 に一与え られ てい な い 現段 階 で理 性

存 在 者一 般 の概 念 に 確定 的 に包 摂 され うるのは、 感 性 界 に存在 す る 「原 因 として の物(現 象的 実

体substantiaphaenomenon)」(B・589)だ け で あ り、 これ の み が 自由 に関係 付 け られ る 限

りで の 「原 因 」で あ る。 理性 は 「この 存在 者 の原 因性 」(B・566f.)で ある。 これ が 果 して

く自由に もとつ く原因性Kausalitataus:Freiheit>(㎏1.B.560)で あ る か否 か と い う問

題 が因 果 関 係の諸 制 約 の総 体性 とNう 理 念 と の係 わ りの 内 で生 じて くる。 そ れ故 「入 間の 自由 」

を「全く非軸 論的燗 幽 と見徹すことはできない.「 燗 の舳 」そのものを宇餓 的観

点 か ら考 察 す る こ とが要 請 される。 これ が積 極 的 に解 決 されぬ限 りは 、 道徳 は 虚 妄 では あるま い

か とい う懸 念が 残 る。併 しなが ら実 践 的 自由の経 験 に ょる認識 を言 明 した と き
、 カ ン トは 道徳 法

則の確 定 に先 立 って は差 し当 り超 越 論 的 自由は 「問題 」で あ って も差 支え な い、 その 思惟 可能性

が批 判 的 観念 論 に よ り保 証 され、 か つ理 性 の 原 因性 が経 験 を通 して 証 明 され てNれ ば充 分 であ る

と言 わ ん としてNた 。 この こ とは 以 下 の叙述 か ら も明 らか で ある。

「併 し果 して理 性 その もの が法 則 を指定 す る働 きHandlungに 於 て再 び 他 の影 響 に規 定 されて

い るの で は ない か、 そ して感性 的衝動 に関 して 自由 と称 す る もの 〔実 践 的 自由〕 が より高次 の

か け離 れ た作 用 原因 に関 して は再 び 自然 で は ない か とい うこ と、 これは 吾 々が行 為 の 準 則 を理

性 に のみ 問 う実 践 的 な もの に あ っては 吾 々に全 く係 わ りな く、 む しろ単 な る思 弁 的 な問 いで あ

って 、そ れ は吾 々の意 図 が行動 に 向け られ てい る 限 りでは傍 らに置 くことが で きるの で ある 」

(B.831)。

この叙 述 か らは、 今 述べ た こ と と同 時 に実 践 的 自由の 自由性 に と って何 が 問 題で あ るか
、 即 ち、

超 越論 的 自由 の 問題 に於 て 懸念 され てい る事 柄 が浮 ぴ あが って くる。 この 問題 に あ っては 、原 因

性 能 力た る理 性 自体が実 践 的 使用 に於 て 再 び 自然 に規 定 され、 した が って ま た、一 切 が 自然 に還

元 され うるの では な いか とい うこ と、 この一 事 のみ が関 心 の的 とな る。 これが 具 体 的に い か なる

事 柄 に対 す る懸 念 で あ るか につ い ては §5.で 考 察す る。

と ころ で実 践 的法 則 を指定 す る働 きに於 て理性 が再 び他 の影 響 に規定 されて い る の では ある ま

い か とい うr思 弁 的 な問N.Jは 実 践 的 領 野 では 「傍 らに置 くbeiSeitesetzen」 こ とが で き

る と言 わ れ た。 しか もこ こで 「実 践 的 法 則 」とい うの は・ 「全 くア ・プ リオ リ12一 切 の 行動 を
、
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理 性存 在 者一 般 の 自由 を規定 す る純 粋 な 道徳 法 則 」(B・835)の 謂 で あ る。 この こ とと、 「道

徳 は意 志 の 属性Eigenschaftと して(最 も厳 密 な意 味 での)自 由 を必 然 的に 前提 す る…… 」(B-

XXIIX)と い う言 明 とは端 的 に矛 盾す る。 最 も厳密 な意 味で の 自由 とは超 越論 的 自由 で あ り
、 理

性 の絶 対的 自発性 で ある。 それ に も拘 らず、 道徳 法 則 の確 定 に 於て この 問題 は 「吾 々には なんの

係 わ り もな い 」と言 う。 併 し果 してそ れ は無 視 す るbeiSeitesetzenこ とが で きるで あろ う

か。 超 越論 的 自由 の廃 棄 は実 践 的 自由 を根 絶 す る許 りでは な く、一 切 の道 徳 的現 象 を虚 妄 た ら し

む るの であ る。

道 徳 に於 け る根 本 的現 象は 「尊敬Achtu㎎ 」とい う感 情 で ある。 「尊 敬 は常 に人 格 に係 わ る…

… 」(KP ・V・84)。 或 る特 定 の 人格 、 「入 間 の歴 史 に於 て見 出 され うる よ う:な諸 々の行 為 」(B.

835)の 主 体た る他 の 人格 を 「尊 敬 」す る理 由 は、 己れ 自身 に と って も 「当為 」で あ り 「可 能 」

で あ る こと を知 って い る事 柄 が 他 の人 格 に於 て実 現 ざれ為 か らで ある。 即 ち、 「当 為 」と 「可 能 」

とが彼 に とって も我 に と って も同 じ もの で あ る こと を知 って い る か らで ある。 ところ で行為 の道'

徳 性 は、 それ が 「法 則へ の 尊敬 に もとつい てausAchtungfursGesetz」(KP.V.89)生

起 した とい うこ と を要求 す る。 「法 則 へ の尊 敬 」、 それ は 法 則 が く定 言的命 法〉 とし て吾 々に現

前 して くると い う事 実 に帰 因す る。 否、 「法 則 に よる意 志 の 直接 的 規定、 及 び、 そ の規 定 の意 識

は 尊敬 と呼 ば れ る… … 」(Gr.IV.258)と 言 う如 くむ しろ 両者 は 同 じ もの で ある。 併 しなが ら

法 則が 「定 言 的 命法 」と して現 前 して くると い う事実 の説 明 には 、 「法 則 」 自体の根 拠 として主

体 の本 来的 な 「意欲 」が置 かれ な け れば な らな い(Vgl.Gr.IV.308)。 法 則 に よる拘束 性 の 意

識 、 したが って また 「尊 敬 」と い う根 本現 象 もそ れ 以外 の 仕 方 では 説 明 しえな い。 例え ば、 「最

高 善 と して の神 の概 念 」 自体が吾 々の 内 な る 「法 則 」を前 提 して い る とい うこ とは別 と して(Vgl.

Gr,N,266)、 法 則が神 の 意志 で ある とい うこ とか ら拘 束性 の 意 識 を説 明す る と仮 定 してみ よ う。

その場 合 、 「神 の意志 は・一 ・、 そ こか ら期待 され る幸福 に ょって のみ 意志 の動 因Bewegursache

とな り うる 」(KP.V.47)。 併 し これは く定言 的 命 法〉 の無 制 約 性 を も「尊敬 」のIIllを も説 明

す るこ とは で きな い。 先 ずそ の 「幸福 」 一 例え ば ライ プニ ッ ツの 「神 に まみ ゆ る喜 びla

jouissancedelavuedeDieu(4J一 を 知 ら な い 人 は 決 し て そ れ を 意 欲 しな い だ ろ う。'

併しかりにそこか ら「当為 」が導出されたとしても「当為 」を指示された入格が「幸福」を意欲

する場合にのみ 「当為 」であることができる。即ちそれは「定言的当為」ではない。そして一見

「道徳 的 」に み え る行為 を惹 起する もの(動 因)は そ こ か ら鵬 され る 「難,ec。mpen、e(5JZ

あ る。 これ な くして 「神 の意志 」は吾 々の意 志の 「動 因 」とな る こ とは で きな い の で ある。 そ う

して仮 に聖 者 と も呼 ばれ るべ き入物 の行 為 一 切 を 「幸福 」に よって 理 由付 け る こと が で きる とし

よ う。 「尊敬 」は果 して 可能 で あろ うか。 意志 の客 体 を現 世 に置 くに せ よ来世 に置 くに せ よ、 彼

は 自 らの 幸福 を求 めて一 見 「道徳 的 」と見 徹 され うる行 為 を したの で あ る。 これ は 「他律 」を意

昧 す るが、 畢寛 す る ところ 一 切 を 自然 と見徹 す世 界観(こ の場 合 に は神 に造 られ た機 械 仕掛 の)

を要 求 す る。 そ して 「尊 敬 」とい う感 情 程 この思 想 と相容 れ な い ものは ない。

人 格 へ の尊敬 は、 この感 情 が虚 妄 で ない 限 りに於 て、 義 務 の 内容 自体が元 来 そ の人 格 の 「意欲
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Wollen」 で ある とい うこと を要 求 す る。 義務 の 内容 が彼 本 来の 意欲 で ない な らば、 やは りそ こ

に道徳 価値 を認 め る ことは で きな い。 道徳 的行 為は 本質 的 に彼 の 人格 そ の もの か ら発 源 した もの

でなけ れ ばな らない。 この ことは 「法 則へ の尊敬 に もとつ いて 」・とい うこと と一 見矛 盾 す る よ う

にみ え る。 が、 併 し実は そ うでは なN。 「法 則 へ の尊 敬 」は饗 に も触 れ た ように 法 則 が く定 言 的

命法〉 と して 意識 され る とい うこ とと等 価 的 であ る。 そ して 「法 則 」が く定 言的命 法〉 と して 意

識 され る とい う事 実 は、 「法 則 」がそ れ を く定言 的命 法〉 と して意 識 す る主 体そ の もの の本 来 的

意 欲 で ある とい うこ と を知 らしめ る。 それ は感 性 界 の 秩序 とは 異 った諸 物 の秩 序(Vg1.Gr.IV.

314)に 「存 在 」を有 す る主 体 の 「必 然 的 意欲 」(GrJV.315)で あ る が故 に 、 無制 約 的 な拘

束性 を伴 って表 象 され るの で あ る。 そ して 有限主 体 に とっ て 「当為 」で ある 「法 則 」を生み 出 す

「意欲 」の 純 粋 活動 性 に於 ては 「その 原 因性 が時 間の う■えか らそれ を規定 す る他 の原 因 に 自然法

則に従 って は 再 び服 さぬ.ような或 る状 態 を 自 らvonselbst始 め る能 力 」(B・561)、 即 ち、「宇

宙論 的意 味 での 自由 」、 「超 越論 的理 念 」と しての 「自由 」(ebd.)が 見 出され る の で なけ れ

ば な らな い。 これ を前 提 して初 めて 行 為の 道徳 性 の承認 も、 ま た一般 に 「尊 敬 」とい う現 象の理

解 も可 能 とな る し、 か つ また 「道 徳性Sittlichkeitは 虚 妄Hirnge3penstで はない」(Gr.IV.

304)と い う確信 を うる ことが で きる。 併 し 「超 越 論 的 自由 」の 「問題 」が解 決 され ぬ以上 、

道徳 は 「虚 妄 」では ある まい か とい う懸念 が払 拭 し難い もの と して残 る。 そ れ故 道徳 に とって「超

越論 的 自由 」は 断 じて無 視 しえぬ 「問題 」で あ る。

この こ と と饗の 引 用文 中の 言葉 との矛 盾 は、 只 後 者を 逆 説的 に把 え る場 合 にの み解 消 され、 理

解 し うる もの とな る。 「果 して理 性 自体 が法 則 を指 定す る働 きに 於 て再 び他 の影 響 に規 定 され て

い るの では な い か、 そ して 感性 的 衝動 に 関 して 自由 と称 す る もの が よ り高 次 のか け離 れ た 作用 原

因に 関 しては 再 び 自然 では ない か 」とい うこ とは、 理 性 に 行為 の準 則 を問 う限 りでは 「傍 らに 置

く」こと が で きる し、 ま た、 その 限 りでは超 越論 的 自由は 「一 箇 の 問題 に と どま る 」。 併 しこの

「問題 」の解 決 は 理性 そ の もの の 働 きの 「所 産 」で あ る 「法 則 」の吟 味 を通 して 明 確に 一与え られ

る。 働 きの 結果(法 則)か ら働 き 自体が く自由 に もとつ く原因性〉 で あ る か否 か が判 定 され る の

であ る。 言 い換 え れば 、 理性 存 在 者一般 に於 け る超 越 論 的 自由 の 問題 は、 「原 因 の根 源 的働 き

urspriinglitheHandlungeinerUrsache」(B・572)が 感 性 界 に於 け る一 切 の 作用 原 因

か ら独 立 で ある か否 か、 即 ち理 性 がそ の実 践 的使 用 に於 て 自律 的autonomischで あ る か 否 か に

掛 か ってわ り、 これ に判 決 を下す の は道徳 法 則 とそ れ に よる拘 束 性 の事 実 との分 析 な の で あ る。

§4.超 越 論 的 自由の思 惟 必 然性

第 三 ア ンチ ノ ミー に於け る カン トの一 次 的 関心 は 「宇宙 論 的 問題、 即 ち、 因果 的 規 定 と それ に

ついての優勢な二つの見解の反目との問誤6bに 関するものであって、道徳の問題を本質的に論

じてい るとい う解 釈 は狭 す ぎ るとい うのは 正 当 で あろ う。 思 うに カン トに と って 「 自然 」の理 念

そ の もの が 「超越 論 的理 念 」と し ての 「自由 」を要求 す る ので あ り、 こ の意 味 で第 三 ア ンチ ノ ミ

ーは 純 粋 に宇 宙論 的 であ る とい うこ とが で きる
。 併 し 「道 徳 」を完全 に排 除 す るな らば、 の ちに

み る よ うに批 判 的 「解 決 」を説 明 する ことは で きな い だ ろ う。 「私 は行 為に 於て 自由 で あ るのか 、
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或 いは 、 他の 存 在者 と同 じ く自然 と運 命 との導 きの 糸 に繰 つ られて い るの か 」(B・491)と 言 う

よ うに道徳 に と って は 「私 」が 宇宙 論 的 に 問題 となる故 、 カ ン トの直接 的関心 は 「宇宙 論 的 問題 」

に置 かれ て いた と言 うこ と もで きる。 「二 律 背 反論 の歴 史 的諸 前提(7)」そ の ものがf道 徳 」を も

宇 宙論 的 問題 の 内 に引 き入れ て考 察す る こ とを要求 す るの で ある。

「生 起す る もの 一 切 」、 した が って 、 「原因 の 原因 性 」も再 び 「原 因 」を もた ねば なち ぬ とい

うこ とは、 「経 験 を 可能 な ら しめ さえす る 普遍 的法 則 」で あ り、 「この ことに よ って 経験 め全 領

野 は どこま で拡 が ろ うと も単 な る 自然の 総括 に変容 され る 」(B・561)の で ある。 「併 し その よ

うな仕 方 では 因果 関 係に 於 け る諸 制 約 の絶対 的総 体 性 を取 り出す こ とがで きな い か ら、-理性 は純

粋 自発性 の理念 を自 ら創 り出 す… … 」 ぐebd.)と 言わ れ る。

「自然 」とは 「法 則 に規 定 さ れて 存在 す る もの一 切の 総括Inbegriffvonallem,waS

nachGesetzenbestimmtexistiert」 で ある(TP.IV.489)6併 し 自然 の 理念 は'「そ の最

上 原因 を も含 めた世 界dieVt61t㎡tihreroberestenUrsaChe」 と して考 え られ て 漸 く完

壁 な もの とーなる 。 それ こそ が 「本 来の 所謂 自然 」で ある(ebd.)。 一切 が 「充 分 ナ 」プ リオ リに

規 定 され た 原 函 」を有 す る点 に 自然 の 自然 た る所 以 が ある。 そ れ に反 して道徳 の本 質 も、`またそ

の可能 性 もかか る 自然 とは端 的に 異質 的な 「 自由 」に もとつ い て行 為 が生 起 す る と ころ に有 る。・

「道徳 的 」、若 くは、 本 来 の意 味 で 「実 践 的 」とい うの は 自由に よ り可能 とな る もの 一切 の謂 で

ある(B.828)。 しか し 自然学 は 可能 的 経験 の対 象一 般 に ア ・プ リ・オ リな因 果法 則を 事実 上 適 用

し、 時空 制 約 下 での 経験 的認 識 の量 的拡 大 は この法 則 の妥 当 性 を 一層 確 か な もの と して検 証 して

ゆ く。 この事実 は く自然 専 卸〉 の 「仮 象 」を 「仮 象 」で な い かの よ うに 見 せる。 法 則 が、経 験 に

先 立 って 自体的 に存 在 す1る全 体と して の 自然 を隅な く貫 く もので あ るか、 或い は、 単 に現 象 の総

括 た る 自然 に のみ 適用 され うる ものな の か とい う問題 は別 ど して、 前者 に 立脚 す れ ば、 畢 寛、「い

か な る 自由 もない、 か え って 自然 に於 け る一 切 は専 ら 自然 の諸 法 則 に従bて の み生 起す る 」 〈B・

471)と い-う反 定立 の 主張 因 果法 則の 無制 限 な普 遍 妥 当性 を承 認 せ ざ る をえ ない だ ろ'う。 それ

が 自己矛 盾 を 内包 して直 ちに定 立 に背 理法 的証 明 の根 拠 を与 え よ1うと 転 この ヒ とは単 た思 考 の

内 に於 て のみ で ある。 「自由は い か な る経験 の対 象 で もあ りえな い 」(KU'.V.179)-し 、 抑 々そ

れ 以前 に絶 対 的実 在論 に より論 理 的 に不 可 能 な概 念 と して取 扱 わ れな け れ ばな らな い の で あ る。

したが って経験 とい う地 盤 に 支持 され た く自然 専 制〉 、 反 定立 の主 張 の 方 が温層 確 か ら しさ を も

つ。 経 験 とい う揺 ぎな き地 盤 に 立脚 した思弁 的思惟 と対 立 させれ ば、 自由、 及 び、 道 徳 が形 而上

学 と共 に 陥 って い る苦境 は歴 然 とせ ざる をえ な い。

併 し、 超 越論 的観 念論 に拠 れ ば 力学 的世 界 全 体、全 体 と してみ られ た 自然 は経験 に先 立 って 自ぐ 　

体的 に 存在 す るの では な く、 「現 象の 総括 」(A・114」IIL620)と い う理 念 で ある。 ・そ し

て 自然 の理 念は 経験 の統 一 とい う理 念 に もとつ い て 「体 系 的統一 」と その 統 一 を可 能な らしむ る

原 理 と して 「最上 原 因 」を 要求 す る。 単 な る理 念 と して の 「力学 的世 界全 体 」に 対 して 再び そ れ

を可 能 な ら しめ る原理 と して無 制 約者 の理 念 が要 求 され る の である 。 自然は そ の 「原 因 」を も含

めて 考え られて こそ漸 く 「本 来め所 謂 自然 」で あ り、 「体 系 的統 一 」を うるか らで あ る。 この よ
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うに して 初 めて世 界 に於 け る一 切 の 事象 に 「充 分 ア ・プ リオ リに規定 され た 原因 」(:B・474)を

思惟 す る こ とが で きる。 「世 界の 起源 を概 念 的に把 握 す る のに 必要 な限 りに於 てinsofern,als

zurBegreiflichkeiteinesUrsprungsderWelterforderlichist」 は 究極 の 「原因 」

を物 自体の 世 界 に想 定す るこ とで 「自由 に もとづけ る諸 現 象の系 列 の第 一起 始 の必 然 性 」(B・

478)と い う思 惟 を満 足 せ しめて 自然 の 体系 的 統一 の 理念 を可 能 な もの とし うる。 また他 方 では、

因果法 則 の 適用 を経験 の対 象に 制 限 して、 そ の現 象界 で の普 遍 的 妥当 性 を存 立 せ しめ うる。 この

ように 自由 と 自然 と を共 に無 矛 盾 的概 念 に しょ うとす れば、 超 越 論 的 観念 論 に 立脚 せ ざ る をえ な

い。 この 意味 で第 三 ア ンチ ノ ミー の弁 証論 的 仮 象 は 「現 象の 超越 論 的 観念 性 を間接 的 に証 明す る」

(B.534)。 逆 に言 えぱ 「超 越 論 的実 在論 の錯 覚 に屈 服 しよ うとすれ ば、 自然 も自由 も共 に残 ら

なh」 の で あ る(:B.571)。

だ が原 因性 の諸 制 約の 総 体性 に 対す る無 制 約者 と して 絶 対的 自発 性 の 理念 が 想定 され ね ばな ら

ぬに して も、 自然 の 体系 的統 一 の理 念 は現 象 の総 括(世 界)の 「原 因 」と考え られ る 理 念 の 内に、

即 ち、 「純 粋 本 体 」と考 え られ る べ き無 限存 在者 の 内に それ の 「超 越 論 的能 力 」 として 絶対 的 自

発 性 を想 定す れ ば 足 りる。 無 論 そ の客 観 的実 在性 は 依 然 として問 題 で ある に して も、 しか し少 く

と も第 三 ア ンチ ノ ミーに 関す る 限 りでは 世界 の 原因 に於 け る絶 対的 自発性 と 「現象 の 超越 論 的 観

念性 」の二 契 機 がそ の 矛盾 を廃棄 す る の で あ る。

と ころ が有 限理 性 存在 者 に於 け る超越 論 的 自由 を概念 的 に把 握 す るこ とは で きな い。 そ れ を思

惟 す る必 然 性 は思 弁 的 には 一与え られ て はい ない の で ある。 世 界 の原 因 に 於て 自由 とい う超 越 論 的

能 力 を思 惟 せ ざ る をえぬ に して も、 そ こ か ら 「世 界 の諸 実 体に も自 由に もとつ いて 行為 す る能 力

を付 一与す る こ と も… …許 され て い る 」(B・478)と い う 「定 立 の為 の註 解 」で の推 論 は、 何 人 の

理 性 とい え ど.も承 認 で きぬ。 認 め られ る のは、 「現 象 的実 体 」に も 「本 体 」が対応 す る と考え ら
コ ゆ 　 　 コ

れ る限 りで 自由 の超越 論 的 能力 を附 一与 して も矛盾 しな い とい う論 理 的可 能性 のみ であ る。 併 し、

そ れ に も拘 らず、 批 判 的 観念 論 を鍵 とせ る二 律背 反 の 「解 決 」で 前 面 に押 出 され るの は、 現 象 的

実 体、 即 ち有 限 理性 存 在者 の 自由 と 自然 必 然性 との 共 存 で ある。

今み て きた とこ ろか ら も明 らか な よ うに論 理 的必 然性 を もつ のは 無限 実 体の超 越 論 的 能 力 と し

て の 自由 で あ る。 批 判 的 観念論 は 言 うま で もな くこの理 念 を も論 理 的 に可 能 な ら しめ る。 併 し

「解 決 」に於 て主 題 的に論 じられ るの は感 性 界 に 存在 す る理性 存 在 者 の 「能 力 」で ある。 これは

翻 に触 れ た 「実践 的 自 由 」で は な く、 超越 論 的 自由 と考え られ な けれ ば な らない 。 実 践 的 自由の

現実 性 は 疑 う余 地 な く明 白 であ り、 論 じる に足 らない。 「解 決 」では 「あ る能 力 として の 自由の

現実 性 」や 「 自.由の可 能性 」の証 明 が意 図 され て い る ので は ない(B・585ff・)。 む しろ ここで

扱 われ て い るの は 実 践 的 自由の 自 由性 に 係わ る 「超 越 論 的理 念 」として の 自 由な の であ る(:B・

586)。 併 し 「弁 証論 」か らは 有 限理 性 存在 者 の 超越 論 的 自由の思 惟 必 然性 を概 念 的 に把 握す る

こ とは で きな いの で あ る6

只 、 カン トが 自由と 言 うと き、 有限 実 体 のみ を眼 中に置 い.てい るの でな い こ とだけ は 確 か で あ

る。 例 えば 「神 の 有 は カ ン トに ょ り純 粋 自発 性 と して 規 定 され る(鋤 とい う考 え は、 『実 践理 性
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批 判 』以 降 の著 作を も考慮 に入れ る な らば 充 分 首肯 す る こ とが で きる(Vgl.KP.V.136,v.e.

n.e.T.VI.490anm.)。 この場 合 自由 の超 越論 的 理 念は根 源 的存 在者 の 実 在性 と考え られてお

り、 第三 ア ンチ ノ ミーの定 立 は これ を も視 野 の 内 に把 え てい る と言 え る。 した が って ア ンチ ノ ミ

ー の 「証 明 」す べ て を 「誤 謬 」で あ る とす る ヤ スパ ース の主 張19)には まだ 一考 の 余地 が あ る
。

「証 明 」は 本 来、絶 対 的実在 論 に 立脚 した場 合 に無 制 約 者 が論 理 的 に 不可 能 で あ る とい うこと と

無 制約 者 の思 惟 必 然性 との矛 盾 を際立 た せ る こと を意 図 して い る。 そ して 自然 の理念 の完 疑性 を

理性 に要求 す る のは外 な らぬ カテ ゴ リーで ある。 それ 故、・コー ヘ ンの 指摘 す る如 く、 定 立の 「証

明 」は 因果 法 則 がそ の無 制限 な 普遍 妥当性 に於 て 自己矛 盾 に陥 る と主 張す る点 で 正 し い の で あ

るωO

併 し第三 ア ンチ ノ ミーは 「第 一 起始 」に 関す る もの で あ る に も拘 らず、 カン トはそ こか ら 「人

間的自由」とい う二免 「完全に非宇宙論的問題へと速やかに移る(11～」。思惟せざるをえぬ自由が

無限実体のそれであり、他方、その思惟可能性に関しては本体と考え られる限りでの現象的実体の'

自由が主題的に論述 されるという齪臨を理解する為には、 『純粋理性批判』A版 の段階で「道徳

法則」が先取 されていたと考えることが必要である(壕 物自体とい う客観的妥当性の承認されな

い概念を媒介として論理的必然性をもたぬ概念の「思惟可能性Denkbarkeit」 を問題とすること

は無意味である。第三アンチノミーの批判的「解決」は、自由が理性存在者一般に於て、したが

って有限理性存在者に於て も思惟可能でなければならぬということを要求する客観的根拠が見出

されて漸 く一般に承認されうる。そしてその客観的根拠とは「理性の自律」を証示する「道徳法

則 」である。即ち、 自由の思惟必然性は、道徳の根本現象のア ・プリォリな根拠たる法則が「自

律 」の所産であるとい う事実認識に基 くのである。

§5.自 然の全能 一 道具としての理性 一

道徳法則と実践的法則一般との区別が形式的には定言的命法と仮言的命法との区別として立て

られることは周知の通 りである。定言的命法であれ、仮言的命法であれ、論理的に主体は命法の

指示(準 則Vorschrift)に 従 うことも従わぬことも可能である。当為は理論的必然性ではなく

実践的必然性であり、決定は主体に委ねられている。併し端的な必然性をもたぬ実践的法則(仮

言的命法)は 、主体がその前提に含まれている内容を意欲する場合にのみ当為でありうる。それ

に反して定言的命法はいかなる場合にも当為たることをやめない。同時に仮言的命法は理性存在

者一般への妥当性を欠 くのに反して、定言的命法はそれを もっものでなければならない。

併し定言的命法の方式を取 りうるのは、内容的には道徳法則のみである。命法の内容的区別の

発見は批判哲学の功績とされねばならない。この発見は、批判哲学に先立つ諸 々の実践哲学の概

念の曖昧さを露見せしむるとともに、諸々の道徳哲学の諸原理が含む自己矛盾を摘発したのであ

る。 『判 断 力批 判 』の 「第 一緒 言 」は 実 践哲 学 に 対す る.一般 的 な誤 解 に言 及 してい る(Vgl.K:U・

V.179)。 そ れ に よれば 人 間 の感性 的 自然 に属 す る事 柄 に 関す る実 践 的規 則が、 内容 的 には理論

に属 す るt2も 拘 らず、 只命 法 の方 式 を取 りうる とい うだけ で 「実 践 哲 学 」に算 入 され てい た とい

う事 実 が あ る。 これ に従 え ぱ 「政 略 」や 「国 家経 済 」な どの規 則 も実 践哲 学 に含 まれ うるで あろ
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う。 併 し この よ うな規 則は 、 「表 象様 式 の うえ か ら 」は 当為 で表 現 され うる点 で 「諸 物 の可 能 性

とその諸 規 定 を含 ん でい る理 論 的諸 命題 」と区 別 され て も、 「内容 の うえ か ら 」は区 別 され て い

な い(団.V.180)。 実践 的 幾何 学、 実 践 的心理 学 の 諸 原理 が常 に 自然の 知識 か ら、 理論 か ら取

って来 られ な けれ ば な らない よ うに(V.182),こ の よ うな 実 践 哲学 は、 畢寛 、 「吾 々 自身 の 自

然(原 因 と しての 吾 々自身)の 理論di6TheoriemsrereigenenNaturと の 関係 に於 け る

客 体の理 論 の必 然 的帰 結 」(V・180)以 外 の:なに もの で もな い。 言 い換 え れば 、 「吾 々 自身の 自

然 」の認 識 に もとつ いて実 現す べ き 「客 体 」の認 識 が 導 出 され るの で ある が、 そ れ は 外 な らぬ

「他律 」とい う言葉 で言 い表 わ され てい る事柄 で あ る。 ・

「他reHeteronomie」 とは 「自然法 則へ の 依存性 、 即 ち、 なん らか の衝 動 あ るい は傾 向性 に従

うこ と 」(KP.V.38)で ある。 併 し理 性存 在 者 に あ っては 意志 的 行為 に 関す る限 り自然 法 則に

直接 的な 仕 方 で従 うこと は む しろ不 可 能で あ り、 理 性 を 介 してそ れ に従 う こと で ある か ら、 「他

律 」とは 元 来 「理性 に と ってめ他 律 」(KP。V.49)で ある。

この よ うな実 践哲 学 の把 捉 の仕 方、 及 び一 般 に他 律 的 原理 に よ り道 徳 的 現 象 を説 明 しよ うとす

る思 想は 理 性 を 「道 具Werkzeug」 として把 え る思 想 に象 徴 され る とい え よ う。;これ が正 当だ と

すれ ば 「超越 論 的 自然専 制 」の思 想 は最 早 それ 自身 に とっ ての唯 一 め実 在 的 な論駁 根 拠 を抹 殺 し

て しま った ことに な る。 即 ち、 「超越 論 的 自由 」は廃 棄aufhebenさ れ て 一切 の実践 的 自由な根

絶vertilgenさ れ ざ る をえ ない め であ る。

理 性 存在 者 の 《理性〉 は 自由を主張 す る うえ で 唯一 の拠 り処 で あ る。 だが それ が感 性 的 存在 者

dasSinnenwesenの 要 求 を満足 せ しむ る 「道具 」で し かな い な、らば(KP.V.6gX即 ち、 そ の

実践 的 能力 の点 で 媒 介的 で ある にす ぎず、 か かる もの と して しか 意志 に原 理 を与 え得 な い な らば 、

それ は 「本 能derInstinkt」 では ない に して も、 併 し動 物 に於 け る 「本 能 」の 延長 と して 「自

然 が利用 した特 殊 な様 式Manier」(ebd.)と 考 え て差支 え な い。併 し この よ うに 理性 が 自然 か
　 　

ら発源 した 「道具 」 だ とす れ ば、 こ の 「道具 」 の 目的 と して考 え うる対 象 は 「幸福 」 を措 い て外

に ない。 この 目的に とって理性 よ り も一一層 合 目的的zweckm塑igな の は 「本 能JでOPり ・ この点

に関 して.理性 とい う道具 を 「生 命 の為 に合 目的 的 に組 織 され た有 機 的存 在者 の 自然 的 素質 」と し

て考 え よ うとす れば 、 確か に 目的論 的に は不 可解 さを残 す(Vgi.Gr.IV.251)。 併 し斯 く考 え

るな らば、 少 くと も哨 切は 自然法 則 に従 って生 起す るとい う反定 立 の主 張 は満 足 させ られ る。 そ

れは 言 う、 「蓋 し 自然 の法 則に 代 って 自由 の法 則が世 界 経移Weltlaufの 内に 入 い り込 む と主張

す るこ とは で きない 、 な ぜ な ら 自由 が法 則 に従 って 規定 されて い るな らば、 そ れは 自由 では な く

自然 に外 な らぬか らである」(B・475)。 この 主張 に 唯一 つ懊 を打 ち込 む こと がで きるめ は 「法

則 」の概念 で ある。 併 し理性 の実 践 的使 用 に於 て 見 出 され る意志 の原理 が 幸福 、乃 至、 自愛 に総

括 され る実 質 的な もの で しか ない な らば、 即 ち、 理論 認 識 と内容 的 に区 別 され え ない 実践 的法 則

しか 与 え られ て い な い と仮 定 すれ ば 、 この ことは 「実 践 的 自由 」を規定 す る と ころの 「法 則 」、

及 び 「実 践 的 自由・」自 体が 自然法 則に還元 され うると確 信す る く自然専 缶慶 論 の正 当 性 を積 極 的

にで はな い に して も証 明す るだ ろ う。 それ ゆえ 理性 とい え ど も感性 的 自然 と 同質 的 で あ り、 そ ど
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か ら結果 し た もの と考 え られ る。 ま た 理性 が現 に従 って い る原 因性 法 則は理 性 自身 の法 則iは な

く、 悉 く自然法 則 で あ り、 これ こそ が理 性 を支 配 す るの で あ って、 理性 はな ん ら独 自の ア ・プ リ

オ リな法 則 を もた ぬ だ ろ う・ したが って 実践 的使 用 に あ って も理性 は 「統整 的使 用 」しか もち え

ない し・ 「経 験 的諸 法則 の統 一 を実 現 す る 」こと 以上 の用 をな さぬ ことに な る(B .828)。 即 ち、

「吾 々の傾 向性 に より課 せ られ て い る一 切 の 目的 を幸福 とい う唯 一 の 目的 に統一 す る こ とや
、 そ

れ に達 す る為 の手 段 を互 い に調和 させ る ことが理 性 の全 営 為 を成 す 」(ebd .)筈 で あ る。 それ

故 ・ 「世 界に於 け る全 て の ものは 偏え に 自然法 則 に従 って生 起 す る 」と言 うと き
、 そ こに理 性 存

在 者 の理 性 を も含 めて 差支 え ない 。 「理 性 」『は 自然能 力 の一 種 で あ り
、 「自己保 存 」と 「自己繁

栄 」・ 畢寛・ 「自然本 来 の 目的 」の為 の 「道具 」とい うこと にな る`Gr .IV.251)a人 間 を規 定

し拘束 す る もの が 自愛 に集 約 され る実 質 的原 理 のみ で あれば 、 その 営 み の一切 は 高め られ た、 併

し本質 的 には 感性 的 自然 と同 質 の く自e>で しかなhの で ある。

〈自然 専 制 〉論 に拠 れ ば、 実 践 的使 用 に於 け る 「理 性 」は 「幸 福 」を 目的 とせ る 「道 具 」で し

か ない。 した が って この前 提 の もと では、 〈如何 な る定 言 的命 法 も一与え られ て はい ない〉 とい う

こ とPを承 認 せ ざ るを えなN。 「幸福 」は 自然的存 在者 た る こと を免れ なti人 間 に と ってほ感 性 的、

或 いは精 神 的 な快 】JUStの大 い さのみ に あ る。 とは いえ 後 者 とい え ど も前者 との 間に質 的な差 異

を認 め る こ とはで きな い(Vgl.KP.V.25f)。 快 は 自然 的 能 力の受 動 的 作用 に ょ り主 体の 内に

生 ず る時 間 制 約 に服 した状 態 に 外 な らぬ ので あ る。 また 快 の認 識 は経 験 に依 存 して 澄 り、個 々の

主 体に よ りその 「対 象 」が相 違 して い る許 りでは な く、 同 一主 体に於 て も時間 の相違 に よ り異 な

る。 そ れ故 人 間 に とって 、 ま た人間 に 対 して 可 能な実 践 的 規 則は仮 言 的命法 での み表 現 され うる。

併 し、 そ れ に も拘 らず く竜 言的命 法〉 と して表 象 され る実 践 的法則 が存 在 する な らば 、 それ が

虚 妄 で あるか、 或 偽は 、 自然専 制論 が誤 謬 で ある か、 その 敦れ かで あ る。 す で に第 三 ア ンチ ノ ミ

ーは 後者 の 自己 矛盾 を呈 示 して そ の仮 象性 を暴 露 し
、批 判 的観 念論 の もとでの 自由 とい う超 越 論

的 能力 の論理 的 可 能性 を証 明 して いる。 と ころ で現 実 的 に存在 す る ものの 内で特 定 の実 践 的法 則

を く定 言的 命 法》 と して 意 識す るのは 人間 のみ で あ る。 〈自然 〉 と く自由〉 との矛 盾 背反 は、 入

間 の根 底 に そ の規 定Bestimmungと し て 存す る 綻 言的 催 》 の龍 を 介 して レアルに 現存 し

てNる 。

§6.理 性 の 自律

以止 に よ り、 超 越論 的 自由 の問題 が 原 因(主 体)を 原 因た らしめ る理 性 その ものの 自律Aut(Y

nOmieの 問題 に収飲 す る こと が理解 され た と思 う。 自律 とは理 性 の 自己 立法 で あ る。 しか も最

も厳 密 な意 味 でそ うで な ければ な らな い。 即 ち感性 的 自然 か らの一切 の 影響 を排 した 無 制約 的活

動 態 に於 け る 自己立法 でな げ れば な らぬ 。 この 問題 の解 決 は理 性 の実 践 的 使用 を批 判 す る こ とを

侯 たね ば な らな い。 『実 践 理性 批判 」の 関心 は それ 故 超越 論 的 自由の 問題 と い う見地 か ち も 「純

粋 実 践 理性 が一与え られて あ るとい うことdadesreinepraktistheVernunftgebe」(:K:P.

V・3)を 呈 示す る点 に集 約 され る。 この 事実 が理性 の原因 性 を 「自由 に もとづ け る原 因性 」と し

て確 立 す る ので ある。
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「純粋 実 践理性 」とは、 他の いか な る もの か らも独 立 に意 志 の最 上 原理 を一与え る理性 の 謂 で あ

る。 理 性 の根 源 的活 動 が 自然 認 識 を前 提せ ず に それ 自身 で立法 的gesetzgebendで ある こと、 即

ち 自律 的autonomischで ある こ とは、 そ の 活動 性 の 絶対 的 自発 性 を前 提 す る。 ま た理 性 の根 源

的活 動性 が もは や 自然 に規 定 され てい ない こ とを証 明 する ものは 「法 則 」その もの の 自然 と の異

質性 で あ る。 〈自然専 制〉 論 に唯 ひ とつ懊 を打 込 む ことが で きるのは 「法 則 」の概 念 で ある と響

に叙 べ た。 だが厳 密 に は 「法 則 」が 感性 的 自然 の 「法 則 」と異 質 的 で ある とい うこと、 従 っ てそ

れに より拘 束 され て いる とい うア ・プ リオ リな事実 が 自然法 則 に よ っ ては端 的 に説明 不 可 能で あ

る とい うこ とが、 超 越 論 的 自由の客 観 的実 在 性 を要 求 す るの であ る。

内容 的 に理 論認 識 と同 質的 な実 践 的 命題 は、理 性 が 他律 的 に実 践 的 で あ る こ と を示 す。 「理 性

に とって の 他律 」は、 実践 的 規 則 が 自然法 則 と同質 的 で ある こ とHomogenitotを 意 味す る。 そ

れに 反 して 自律 は、 実践 的法 則 と自然 法 則 との異 質性Heterogenitatに ょ り
,判定 され る。 実 質

的諸 原理 一 切 を排 して 尚か つ理 性 が 自己立法 的 で ある とい うだけ では 、 法 則 を指 定 す る働 きに 於

て 再び 自然 に規 定 され てい る の では な いか とい う懸念 を完 全 に払拭 す る こ とは で きない 。 む しろ

「純 粋実 践 理 性 」の純 粋 性 は それ の所 産と 自然 との 異質性 に於 て 開 示 され る。 この 異質 性 は法 則

に よる拘 束 性 意 識 を 「幸福 」に よっ ては 端 的に 説 明 し えない とい う事 実 の 内に含 ま れてhる 。 言

い換え れ ば 、 「法 則 」に規定 され た意 志 が 「幸 福 」に矛盾 す る とい う点 に あ る。

「純 粋 実 践理 性 の原 則論 」 §5.は 「格率 の 単 な る立 法形 式 の み が 意志 の 規定根 拠 で ある と仮 定

して、 そ れ に よっての み規 定 可 能 な意 志 の性 質Bes(haffenheitを 見 出 せ 」とい う 「課題 」を提

起す る。 これ の解 決 は 以下 の如 き もの である。 即 ち、 理性 に よって の み表 象 され る法 則の 「単 な

る形式 」は現 象 に属 す る もの で は ない。 それ故 この形 式 を意志 の 規 定根 拠 と して表 象 す る こ どは、

自然 に よる原 因性 法 則 に従 った、 それ 自身 「現 象 」で あ る規 定 根 拠 とは 本質 的 に区 別 され る。 し

た が って 「普 遍 的立 法形 式 」の みが 「法 則 」と して役 立ち うる 意志 は、 「諸現 象 の 自 然法 則 」か

ら全 く独 立 な もの と考 え られ なけ れば な らな い。

「併 しな が ら斯 か る狸 立性 は 、 最 も厳 密 な、 即 ち、 超 越論 的意味 での 自由 と呼 ば れ るbそ れ 故 、

格 率 の単 な る立 法形 式 の み が法 則 と して役 立 ち うる意 志 は'自由 な 意志einfreierWilleで

ある 」(K=P.V.36)。

この よ うに 「普遍 的 立法 形式 」、 「純 粋 実践 理性 の根 本 法 則 」を仮 定 した うえ で、 斯 か る法 則 を

自 らの 原理 と し うる意志 は超 越論 的意 味 で 自由で あ る と言 われ る。

「意志 」とは 「特 定 の法 則 の表 象 に従 ってそ れ 自身 を行 為 へ と規 定 す る… … 能 力 で あ る 」(Gr.

IV。285)。 したが って 「法 則 」の現 存 を前 提 してい る。 「法 則 」は 差 し当 り 自然法 則(実 質 的

規 則)で も道 徳 法 則 で もよい。 しかる に 単な る普 遍 的 立 法形 式 は、 理性 に よ って のみ表 象 され 、

「現 象 」で は な いか ら、 それ に よ って 規定 可 能 な 意志 は諸 現 象 の 自然法 則 か ら全 く独立 な もの と

見倣 され な ければ な らな い と言 う。・即 ち、 形 式 的原理 た る道徳 法則 に よる規 定 可 能性 が そ の意志

の 自由 を認識 せ しむ る。 した が って道徳 法 則は 「吾 々の選 択 意志 が他 の一 切 の 動機 に ょる規 定 か

らの独 立 性 を(吾 々の 自 由)を … …吾 々に意 識 せ し むる唯 一 の もの であ る 」(Ref.VI.115,
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Anm.)。 そ れ 故 「この 自由 」は 「法 則 の意 識 」に もとつ い て 「己れ 自身 の傾 向 性 を 制限 し、 克服

で きる 」と い う「意志 の 自由 」(MS.VH.297)で あ る。 道徳 法 則は この よ うな 意味 で も自由 の

認 識根 拠 と考 え られ る。 併 し 自由 とそ の認 識根 拠 た る法 則 の関 係 を この ように 一 面 的 にのみ 把 え

るな らば 、法 則のratioessendiと しての 「自由 」の 意 味 が喪 れ て しま うだろ う。 法 則 の意 識

に もと つい て傾 向性 を克服 で き るとい う 「意 志 の 自 由 」は、 §1.で 考察 した実 践 的 自由 に 「道徳

法 則 」とい うエ レメ ン トが加 わ った にす ぎな い。 この エ レ メ ン トが 加わ る ことで 漸 くそ れが く自

由〉 で あ るこ とが判 明 す る と言 うの であ る。 併 しなぜ か。

今み て きた 「意志 の 自 由 」は、 法 則のratioessendiと 考 え る こと はで きな い。 む しろ 「法

則 の下 での 自由 」(即.V・180)、 或 い は 「純 粋道 徳 法 則 」が そ の 「使用 」を 「規 定す る 」如 き

「理性 存在者 一 般 の 自由 」(B・835)で あ る。 併 し吾 々の 考察 に よれ ば、 法 則 を 指 定 す る働 き

(立法 作用)に 於 け る 理性 の 絶対 的 自発性 に こそ 超越'論的 自由が なけ れ ば な らぬ。 言 い換 えれ ば

「原 因 の根 源 的働 き 」(B・572)自 体 に見 出 され る無 制 約 的 な 自発性 が 超越 論 的 自由で あ る。

実 践 的 自由 が 自由 の領域 に属 す るこ と、行 為 へ の 方向 に於 て把 え られ た 「意志 の 自由 」、即 ち「法

則 の下 で の 自由 」は 、 この根 源 的 活動性 に なん らか の 形で 関 係づ け られ る ことに よ り、 漸 く自由

と して認 識 され るの であ る。 即 ち 自由は 法 則 を 中心 と して二 つ の方 向 に 命かれ るの で あ り、 道徳

法 則 は この二 つ の 自由 を媒 介す る もの と考 え られな け れば な らな い。逆 に 言えぱratiocogn-

escendiと して の道 徳法 則は 二 つ の 自由 を認 識 せ しむ るの で ある。 即 ち法 則 は行為 へ の関 係に 於

て 「意志 の 自由 」を 認識 せ しむ る とと もに、 そ れ とは 逆 の 方 向に於 て も、 即 ち遡 源 的 に 「 自由 」

を認識 せ しむ る ので あ る。法 則 のratioessendiと 考 え られる 「 自由 」とは後 者 で なけ れ ば な

らぬ。ratioessendiが 超越 論 的 自由で あ る か らこそ、 法 則に 規定 され た意 志は 「 自由な 意志 」
　 　 　 　 　 コ 　 　

と して認 識 され るので あ る。この意 志カミ「自 由な 意志 」 で あ る と言 い うるに は、法則 を産 出す る 自
の

由 とい うものが 考 え られ ね ば な らず 、 しか もその客 観 的実 在 性が証 明 され てい なけれ ばな らな い。

ク ローナ ーに ょれば 人 間 に 自由 は 「与 え 」られ てはい な い、 ただ 「課 せ 」られ て いる だけ で あ

って 、 彼 は 自由で あ るの では な く、 自由 で あ るべ きな の で ある、 とい う風 に、 「法 則 」が 「自由」

を 「命令 す る(14)」 ので あ る。 併 し人間 の内1三そ の根 底 に於 て 「自 由 」が与 え られ て ない な ら

ば 、 自由 を命令 す る当為 そ の もの が 成立 しな い こと に注 意 すべ きで あ る。 感 性 界 の理性 存在者 に

も 自由 が与 え られ て い る。 「吾 々の 内 な る超 感性 的な もの 」dasUbersinnlicheinunsと

し ての 「 自由 」が、 そ れ 自身 を実現 し よ うと して 法 則 を介 して現 れ て くるの で ある。 ク ローナ ー

の言 葉 とは 逆 に 、 「 自由 」が 「法 則 」を 「命令 す る 」の で ある。 この関 係 を無 視 しては な らぬ。

す でに 『基 礎 付 」で も「客観 的 ・実 践 的法 則 」が 「意志 の それ 自身へ の関 係 」と等置 され(Gr.

rv・285)、 「吾 々の意志 の結 果 で あ る 」と も言明 され て い る(Gr.IV・258Anm)。 「法 則 」は意

志 が 自 らに 課 し た もの で あ る故 、 その 存 在 はそ れ を産 出 す る 「意 志 」、 即 ち 「純 粋 意志 」の存在

を前 提 する。 こ の関 係は 『実践 理 性批 判 」で も変 らない許 りか、 む しろ一 層表 明的 に なる。 法 則

の 存在 根 拠 は本 体的 実在 性 と して の 超越 論 的 自 由 であ り、 「純粋 意志 」なの で あ る。 「それ 故 道

徳 法 則 の表 現す る ものは 純 粋 実 践理性 の 自律 、 即 ち 自由 以外 の なに もの で もな い(15)」(KP.V.
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38)。 「純 粋意 志 の客 観 的実 在性 、或 いは 同 じこ とだが 、純 粋 実 践理 性 の 客観 的 実在 性は 道徳 法

則の 内 に ア ・プ リオ リに謂 わ ぱ事 実 を通 して一与え られ て い る 」(:KP.V・62)。 この二 つ の 言明 は、

「純粋 実 践理 性 の 自律、 即 ち 自由 」と 「純 粋 意志 」と が敦 れ も 「法 則 」の 存 在 制 約 であ る こ とを

示唆 して い る。 即 ち 「法 則 」は純 粋実 践 理性 の所 産乃 至 結果 で あ り、 純粋 意 志 か ら発 源 し た もの

で なけ れ ば な らぬ。

法 則が く定 言 的 当為 〉 と して表 象 され る とい う事実 はそ の拘 束性 の根 拠 を 要求 す る。 だ が他 律

は いか なる拘 束性 を も根 拠 付け ない(KP.V・38)。 しか る に 「根 本 法 則の 意 識 」 と い う事 実 は

「否 認 し難(unleugbar」(V・36)も の で ある か ら、 そ の根 拠 は 「 自律 」に置 か れ な け ればな

らない の で あ.る。 理 性 がそ の 立法 作用 に於 て もは や感性 界 の 規定 原 因 に服 して はい な い とい うこ

とは義務 と傾 向性 との矛 盾 が証 明 す る。抑 々義務 は傾 向性 が 障害 と して立 ち現 れ る こ と に よ り

《当為〉 とな った純 粋 意志 で ある。 と ころ で 「普遍 的立 法 の 原理 」(V・35)と い う根 本 法 則の

内容 は 「最 上叡 智 者 として の無 限存 在者 を も含 ん でい る 」(V・37≧ した が っ て そ れ を 己 れ の

「意志の 格 率 」とせ よとい う く定 言 的命 法〉 の実 質 的 内容 は、 神 の 意志 を引 き受 け て生 き よ、 と

言 うに 等 しい。 併 しそれ は神 に よ り.自然 的存 在者 と して の人 間 に植 付け られ た と考 え る こ とは で

きない。 この ことに よって 「尊敬 」を説 明で きなNと い うことは す で に叙 べ た。 自然 に従 えぱ 意

志の 対 象は 「幸福 」しか な い。 しか るに理 性 存在 者一 般 を視 野 に把 えて 己 れの 意 志 の格 率 をその

「普遍 的立法 の原 理 」と して妥 当 せ しむ るこ とは 「幸福 」を 目 的 とせ る感性 的欲 求 能 力に、.した

が って 自然 に 端 的に 背反 す る。 「法 則 」は もはや 自然法 則に還 元 す る ことは で きな い。 そ して 直

接 的な仕 方 で は神 に 帰す る こと もで きな い。 そ れゆ え理 性 自身 の 自己立 法 に もとつ くと考 え られ

なけ れば な らず、 この 自己 立法 に 於て は 「現 象 」と しての 「規 定 原 因 」は 完全 に排 除 され て いる

の で あ る。

自己立 法 に於 て純 粋意 志 が方 式化 され る。 或 いは、 純 粋 意志 の方式 化 され た もの が法 則 で あ る、

と言 い換 え て もよい。 直接 の 「事 実 」乃至 「一与件 」は 「根 本 法則 の意 識 」(KP.V.36)の みで

あ る。 併 し ここで は この事 実 に もとつ い た思弁 が 要求 され る。 純 粋 意 志 の 「概 念 」は道徳 法 則か

ら 「発源 す る 」(V・34)。 併 し この 「概 念 」の 「客 観 的 実在 性 」は 道徳 法 則 の 内に 与 え られ て

い る。 純 粋理 性 は この法 則 とN5「 純 粋理 性 の 唯一 の事実 」(V.36)を 通 して 「根 源 的 に立 法

的 な もの と して(我 斯 く欲 す 、我 斯 く命 ずsicvolo,sicjubeo)そ れ 自身 を告 示 ず る 」

(ebd.)。 この 括 弧 内に表 記 され た<sicvolo>は 事実 内容 が主 体の 本来 的意 欲 、 即 ち 「純

粋意志 」であ る こ と を意 味す ろ。 「叡智 者 と して の吾 々の 意志 」、 即 ち 「吾 々の 本 来的 自己 」

(Gr.IV.321)は 傾 向性 の障害 に遭遇 す る こと を通 して 意志 に とって く定 言 的 当為〉 とな るの

で ある。

さて斯 くして 実 践 的使用 に於 け る理性 の 「純 粋 能力 」(V.3)が ア ・プ リ牙 リな事 実 と して呈

示 され た以上 、 超 越論 的 自由は 「純粋 意志 」の性 質 また は属 性 と して、 或 い は 「吾 々の本 来 的 自

己 」の、 即 ち、 本 体 として の主 体の レア リタス として客 観 的実 在性 をえ た ので ある。 「この 能 力

と と もに超越 論 的 自由 も確 立す る… … 」(ebd。)と 言 わ れ る所 以 であ る。
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引 用 記 号 〔ロ ー マ 数 字 は カ ッ シ ー ラ'版 カ ン ト全 集 の 巻 数 を 表 示 す る 。 〕

B.:K:ritikderreinenVernunft,ZweiteAuflage,III.
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.ikderSitten,VE.

Pt:th・ ・di・F・r
.tsch・i.tt・d・ ・Met・Pty・ik・ ・eitL・ib・li・.咽 冊f・
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(s)

(7)

(s)

(9)

(io)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

N.

V肛1.

H.HeimsoethTranszendentaleDialektik,VierterTeil,1971,S.753

A,W,Wood;KantｰsMoralReligion,1970,S.25f.f.

d.BennetSant'sDialectic,1974,S.114

Leib・i・
.:Discoursd・M6t・ehy・iqu・ ・V・

Leibniz::LesPrincipesdela:PhilosophiediisMonadologie,§90

S.J.Al-Azm:theOriginsofKant'sArgumentsintheAntinomies,S.89

G,MartinImmanuelgant,1969.S.48ff,

G,Martinibid.S.238ff.

K.Jaspers:DreiGr'iindungdesPhilosophierens,1957,S.236一.ヤ ス パ ー ス

の こ こ でOJ論 述 は 、.ア ン チ ノ ミー の 「証 明 」を 「.カ ン ト 自 身 誤 謬 と 見 倣 し て い ろ 」

と い う もの で あ る。 、 ＼

H.CohenBa,ntsBegrundungderEthik,1910,S,118

J,BennetKant'SDialectic,S,114

B即 証 を受けて晦 い断 で・「端的に必然的である離 則磁 徳法則)賄 在する
」… ・・」 と 直 接 法 で 述 べ られ てNる(㎏L8・661ff) 。 こ れ は す で にA版 の 段階 で 道

徳 法 則 の 道 徳 性 が 確 信 さ れ て い た こ と を 証 示 す る 。 と こ ろ で こ の 道 徳 性 が 確 信 され

る た め に は 、 理 性 の 自律 が 検 証 さ れ て い な け れ ば な ら な い の で あ る。

:日LCohen:KantsBegriuxlungderEthik,S.125

R,gronerVonga,ntbisHegel,1,Band,S.1'72

カ ・ シ ー ラ ー版 で はFreiheitはGenitivで あ る。 併 しナ トル プ の 読 み に 従 うOPh.B

版.S.39参 照 。

〔哲 学(西 洋 哲 学 史)博 士 課 程3回 生 〕

一25一


